
事務事業評価の評価結果について（平成26年度の事業に対する評価）

市民部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成27年度
以降の事業
の方向性

所見

市民課
戸籍住民
記録事業

　戸籍住民記録事業として、戸
籍事務、住民基本台帳事務、印
鑑事務があります。戸籍事務は
戸籍法による法定受託事務であ
り、各種届に基づき戸籍を編製
しその身分関係を登録公証しま
す。住民基本台帳事務は住民基
本台帳法に基づき、住民に関す
る記録の適正な管理と各種証明
書の発行を行います。また、印
鑑事務は津市印鑑の登録及び証
明に関する条例に基づく事務
で、印鑑登録及び印鑑登録証明
書の発行を行います。平成２７
年１０月からは、行政手続にお
ける特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する事務も
開始されます。
　これらの事務は市民にとって
身近な手続きとサービスである
ことから、正確かつ迅速に事務
を行うことはもとより、一部業
務の民間委託などにより、効率
的な市民サービスの提供に努め
ます。

担当職員の
研修及び情
報共有の場
の設定。民
間委託業者
との意見交
換の場の設
定

　市民に満足いただく
サービスを提供できるよ
う、窓口事務を担当する
本庁、総合支所、出張所
の職員に研修等を行い、
情報の共有化と課題の早
期発見・解決を図りま
す。また、本庁市民課窓
口の民間委託業者と意見
交換を行う場を持つこと
により、業務の現状と課
題を把握し、業務改善に
つなげる取りくみを推進
します。

延べ30回 延べ28回

①本庁市民課職員の研修
　 の開催…12回
②総合支所の研修、意見
　 交換の開催…2回
③津地域出張所長会議で
　 の意見聴取等 …4回
④民間委託業者との意見
　 交換の開催…12回
　意見交換会を行うこと
により、業務の現状と課
題を把握し、日々の業務
改善に繋げることができ
ました。

4

　本庁、各総合支所及び
各出張所等において、市
民に一番身近な戸籍や住
民異動の届出手続きや各
種証明書の受付・交付等
について、手続きに係る
情報共有に努め、正確か
つ迅速に事務を行いまし
た。

現状維持

　本庁、各総合支所及び
各出張所等において、安
定した市民サービスの提
供を図りました。戸籍事
務等における窓口業務に
ついて、今後とも、更な
る質の高い安定した市民
サービスを提供していく
と共に、事務の効率化も
図っていきます。また、
職員の資質向上のために
も定期的な勉強会を行っ
ていきます。

市民課
斎場業務
管理運営
事業

　斎場業務は、市民生活に欠か
すことのできない重要なサービ
スを提供する業務であることか
ら、津市斎場いつくしみの杜に
ついて適正な管理運営を行う。
また、美杉地域火葬場について
も、同様に適正な維持管理・運
営を行います。

現斎場・火
葬場の適正
な維持管理
運営。新斎
場への円滑
な業務移行

　新斎場の建設が予定さ
れているので、それまで
の間、現斎場の適切な維
持管理を行います。

　斎場・火葬業務の
重要性に鑑み、現斎
場・火葬場にあって
は市民ニーズに対応
した効率的な施設・
設備運営を目指しま
す。
　また、新斎場の稼
働に際し、円滑な業
務移行が図られるよ
う取り組みます。

　施設の適切な維持管理
運営を行いました。ま
た、平成２７年１月２日
から新斎場への円滑な業
務移行へも図りました。

4

　市民生活に欠かすこと
のできないサービスであ
る斎場管理運営業務にお
いて、津、久居、香良洲
の市営３斎場から新斎場
いつくしみの杜に円滑に
業務が移行できました。

現状維持

　現地確認を含むモニタ
リングを適正に実施し、
斎場業務のサービス水準
の維持向上を図ります。
　また、旧斎場の解体及
び新斎場進入路の拡幅工
事を行います。

市民課
新斎場整
備事業

　既存の市営火葬施設の老朽化
や将来的に予測される火葬需要
の増加に対応するため、また、
面積約７１０平方キロメート
ル・人口約２９万人都市として
適正な火葬業務を行うため新た
な火葬施設を整備することによ
り、市民サービス及び社会福祉
の向上と充実を図ります。

新斎場の建
設・供用開
始に向けて
のスケ
ジュール管
理

　平成27年1月の供用開
始に向けて建設工事の完
了、運営体制の整備、円
滑な業務の移行、市民等
への周知など、業務の段
階的なスケジュール管理
が重要となります。

　平成27年1月２
日の施設供用開始に
向け、ＰＦＩ手法の
手順に則り、施設整
備を進めます。

　PFI手法の手順に則
り、整備スケジュールに
沿って民間事業者による
施設の建設工事等を完了
し、計画どおり平成２７
年１月２日に施設を供用
開始しました。

4

　ＰＦＩ手法の手順に則
り、整備スケジュールに
沿って、民間事業者が施
設の建設工事等を行な
い、整備が完了しまし
た。
　また、進捗状況にあわ
せ地元自治会等への説明
会等を適時開催すること
で、住民の理解を得なが
ら、事業を進め、計画ど
おり平成２７年１月２日
に新斎場の供用を開始し
ました。

廃止

　平成２７年１月２日に
新斎場の供用を開始した
ことから、本事業は終了
しました。

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価
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市民交流課
市民生活
事業

　津市犯罪のない安全・安心な
まちづくり基本計画に基づき、
市民の防犯及び消費生活に対す
る意識の高揚を図ることにより
安全で安心な地域社会を実現し
ます。

市民の治安
に関する認
識

　犯罪に遭わないための
意識啓発や事業を継続し
て行います。

50% 66%

　津市犯罪のない安全・
安心なまちづくり基本計
画に基づき、防犯対策な
ど各種施策を行い、犯罪
のない安全・安心なまち
づくりを推進します。

4

　自治会が設置するＬＥ
Ｄ防犯灯に対し補助金を
交付するとともに、集落
間の通学路等危険な場所
へ環境に配慮したＬＥＤ
防犯灯を集落間防犯灯と
して64灯設置しまし
た。
　また、津市防犯協会の
各支部において積極的な
啓蒙活動が行われ、市民
の安全と防犯に対する意
識の高揚を図ることがで
きた。津市が設置する公
の施設からの暴力団排除
措置要領運用協定書に基
づき、あらゆる暴力及び
暴力団の排除に向けた体
制づくりが進んでいま
す。

拡充・充
実

　自治会のＬＥＤ型防犯
灯設置を推進し、集落間
防犯灯の整備も継続して
行っていきます。消費生
活センターの機能強化に
努め、また、暴力団排除
のための市民の暴力追放
の意識向上を図るなど事
業の推進に努めました。
今後も基本計画に基づき
事業を推進していきま
す。

市民交流課 計量事業

　安心な消費生活の確保を図る
ため、計量法に基づき取引や証
明に使用される特定計量器の定
期検査を行います。

　特定計量
器検査未受
検台数

　検査台数を成果指標と
します。

0台 34台

　特定計量器検査未受検
の事業所に対して、追加
検査の案内をするなどし
て未受検台数をなくしま
す。

4

　定期検査の的確な実施
により、特定計量器の適
正な管理を行うことがで
きました。

現状維持
　計量法に基づく検査を
実施し、特定計量器を適
正に管理します。

市民交流課

会館、市
民セン
ター管理
運営事業

　市民の交流やコミュニティ活
動の支援を行とともに、施設の
適正な管理運営に努めます。

　利用者数

　橋南市民センターほか
３市民センター、橋南会
館ほか５会館及び贄崎地
区防災コミュニティセン
ターの利用者年間延べ人
数を指標とします。

163,000
人

164,019
人

会館
　７館 75,000人
市民センター
　４館 88,000人

　適切な施設管理・運営
の結果、市民の交流やコ
ミュニティ活動の場とし
て、安定した施設利用が
続いています。

4

　会館、市民センター等
施設の適切な維持管理を
行うことで、市民に交流
やコミュニティ活動の場
を提供することができま
した。　また、南が丘会
館別棟が平成27年3月に
完成し、地域の方々の新
たなコミュニティ活動の
場として活用が始まって
おり、今後、より一層の
利用が見込まれます。

現状維持

　市民の交流施設とし
て、適正な維持管理を
行っていきます。平成２
７年度には津西会館の駐
車場用地の取得を予定し
ており、より一層の利用
が見込まれます。

市民交流課
姉妹・友
好都市交
流事業

　姉妹都市（オザスコ市）及び
友好都市（鎮江市）との交流を
通じ、市民の姉妹友好都市につ
いての認識と、国際交流意識の
高揚に努めます。

姉妹・友好
都市交流事
業の実施

　姉妹・友好都市交流事
業に係る交流事業実施の
延べ回数を指標としま
す。

3回 3回

　鎮江市友好都市提携３
０周年記念事業について
は、記念事業の実施及び
相互的な人的交流を通じ
て、概ね目標を達成しま
した。

3

　ブラジルオザスコ市と
は定期的な情報交換を行
い、中国鎮江市とは友好
都市提携３０周年記念事
業の実施を通じてて互い
の市民同士の交流を深め
ました。

現状維持

　平成２８年度にオザス
コ市との姉妹都市提携４
０周年を迎えることか
ら、記念事業の実施に向
けた連絡調整及び準備を
行います。鎮江市とは３
０周年事業の終了を機
に、さらなる友好交流の
拡充に向けた新たな形態
での交流事業や従前事業
の見直しを行います。
　また、引き続き事業に
関する市民への周知を
行っていきます。

市民交流課
国際交流
一般事業

　地域国際交流協会との連携事
業や国際交流団体への補助の実
施等により、市民主体の国際交
流活動の促進に努めます。

　国際交流
ボランティ
アバンクへ
の登録者数

　市民への国際感覚の育
成を進め、翻訳、通訳、
イベント応援など国際交
流ボランティアバンクへ
の登録者数を成果指標と
します。

100人 85人

　市民の国際感覚の育成
を図り、国際交流ボラン
ティアバンクへの登録者
数の増加を目指していく
とともに、その活用に努
めます。

3

　津市国際交流協会との
連携や国際交流団体事業
への補助及び国際交流推
進基金の適正な管理運営
により、市民の国際交流
活動への参画を促進する
ことができました。

現状維持

　市民参画を主体とした
国際交流事業の実施・充
実を図るとともに、従来
事業の見直し、合理化等
に努めさらなる拡充を図
ります。
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市民交流課
多文化共
生事業

　多文化共生に関する事業を実
施し、日本人住民と外国人住民
が地域で共生できる環境づくり
を図ります。また、未だ厳しい
社会情勢の中で、外国人住民へ
の生活支援や生活相談を行うこ
とにより、外国人住民の地域社
会での安定した生活を支援しま
す。

外国人住民
生活相談件
数

　外国人住民向け生活オ
リエンテーションを実施
することにより、日本の
文化や生活習慣などの違
いを認識したり、生活相
談等により情報を受けと
ることにより、スムーズ
な地域生活につなげられ
ることから、多文化共生
社会の実現に向けた一つ
の方策として、その開催
回数を指標とします。

900件 882件

　外国人住民に関する課
題の解決はもちろん、外
国人住民の持つ多様性を
生かしたまちづくりを目
指します。

3

　外国人住民の相談や支
援を通して、日本社会に
ついての理解を深められ
るよう啓発を行いまし
た。

現状維持

　定住化傾向にある外国
人住民が地域社会の一員
として、日本人住民と共
生し豊かに暮らせるよ
う、相談業務等を通じ多
文化共生社会の実現を進
めます。
　また、多様性を生かし
たまちづくりについて検
討していきます。

市民交流課
国内交流
事業

　国内友好都市（上富良野
町）、その他交流都市（日本三
津交流、藤堂高虎公ゆかりの
地）を対象とし、国内友好都市
やその他交流都市との交流事業
の実施により、都市間の交流を
深めます。

　国内交流
都市との交
流事業の実
施

　国内交流都市（北海道
上富良野町、三津交流、
藤堂高虎公ゆかりの地）
との交流事業実施の有無
を指標とします。

国内交流都市との交
流事業の実施

　今後も引き続き国内交
流都市との交流事業を継
続するとともに、合理化
を図るため事業の見直し
について検討します。
　※なお、「日本三津交
流会議」については毎
年、事務局当番市におい
て担当者会議を開催して
いましたが、２７年度よ
り電子メール等を活用し
て事務連絡を行う旨合意
しました。

3

　藤堂高虎公ゆかりの甲
良町より津まつりに参加
いただいたことで交流を
深めることができまし
た。
　また、愛媛県今治市で
開催された「高虎サミッ
トin今治」に参加し、交
流を深めるとともに、次
回のサミット開催につい
て正式に津市で開催され
ることが決定されまし
た。

現状維持

　平成２８年度、２９年
度において周年事業等が
予定されていることか
ら、今後も各交流都市と
の連絡を密にするととも
に、事業開催に向けた準
備及び市民への周知を図
ります。

市民交流課
交通安全
対策事業

　交通事故防止のために、交通
安全施設の更新等を促進すると
ともに、津市交通安全対策会議
を通じて、交通安全運動の推
進、交通教育プロバイダによる
幼児・児童等に対する交通安全
教育等を実施します。
　津市交通遊園では、交通安全
学習促進のために交通遊具の貸
出及び維持管理業務を行いま
す。

交通事故死
傷者数

　安全安心な交通社会の
実現のため、交通事故死
傷者数を指標とします。

0人 1,656人

　交通事故防止のために
は、関係機関・団体と連
携を密にして、本事業を
継続していくことで、市
民の交通安全意識の高揚
に努め、交通事故を防止
します。

3

　計画に基づいた事業を
行った結果、交通事故死
死傷者数を前年比約１
７．９％減少（－３６１
人）させることができま
した。

拡充・充
実

　関係機関・団体と連携
を密にした各種交通安全
活動の充実、市民の交通
安全意識の高揚と交通マ
ナーの向上を図った結
果、交通事故死傷者が減
少したことから、今後も
拡大と充実の向上を図り
ます。

市民交流課
放置自転
車管理事
業

　放置禁止区域や公共の場所に
おける自転車等の放置を防止
し、安全で円滑な交通の維持並
びに良好な環境の確保及びその
機能の低下防止を図ります。

放置禁止区
域などにお
ける放置自
転車数

　放置禁止区域や公共の
場所における自転車等の
撤去を行うことにより、
安全で円滑な交通の維持
並びに良好な交通環境の
確保及びその機能の低下
防止を図ります。

2,400台 1,526台

　放置禁止区域にお
ける放置自転車等及
び公共自転車駐車場
における長期放置自
転車等をなくしま
す。

　一部の駐輪場について
は、収容台数を超過して
いることから、有料駐輪
場の設備の充実を図りま
す。

3

　市内主要駅周辺等にお
ける放置自転車対策を実
施することにより、交通
の安全確保を図るととも
に公共施設等における良
好な環境づくりに資する
ことができました。

拡充・充
実

　関係機関等の協力によ
り、自主的な放置自転車
等対策が実施され、マ
ナーの改善も見られる
が、一部の施設において
収容台数を超えているこ
とから、駐輪場の利用状
況を調査し、適正な運用
が図れるよう検討しま
す。
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成27年度
以降の事業
の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価

地域連携課
市民活動
推進事業

　津市市民活動センターを中心
に、地域の課題解決に向けた市
民活動団体等を支援し、その活
動環境（場、機会、情報提供）
を充実することで、市民活動団
体の掘り起こしと新たな活動へ
の広がりを支援します。

市民活動団
体への活動
支援

市民活動センターでの活
動団体数

380
（団体）

360
（団体）

　地域課題の解決に
向け活動する市民活
動を促進します。

　市民による自主的で営
利を目的としない活動団
体等の活動の場として市
民活動センターを設置
し、団体等の活動を促進
するとともに、各団体間
の交流の場としても活用
を図りました。

4

　津市市民活動センター
の活用を通じて、団体等
の活動を促進し、各団体
間の交流の場としても提
供できました。
　また、公益的な活動に
自主的に取り組む自治会
や市民活動団体などを対
象に、活動に要する経費
に対し市民活動推進事業
交付金として支援を行い
ました。

拡充・充
実

　津市市民活動センター
を活用し、各団体間の交
流の場として提供し、多
様な市民活動の促進を図
ります。
　また、市民活動推進事
業（市民セレクション）
において、これから新し
い団体、新しい事業を生
み出そうとする市民活動
団体の活動のニーズに対
応し、円滑な活動を支援
することで、多くの団体
が安定して活動に取り組
めるよう支援していきま
す。

地域連携課
自治会関
係事業

　住みよい地域社会を形成して
いくために、地域住民が親睦や
交流を通じて連帯感を培い、地
域の課題解決に取り組む自治会
活動を支援します。

自治会と行
政の互いに
自立した立
場での協働
の促進

　自治会と行政が互いに
自立した立場での協働を
進めるため、自治会活動
の自主的な運営への取組
を促します。

　個々の自治会の自
主的な活動を支援
し、自治会からの相
談ついては相手の立
場に寄り添って窓口
業務等を行い、時代
にあった自治会と行
政の協働体制を整え
ていきます。

　新しく就任した自治会
長を含む全ての自治会長
が、補助又は交付申請に
ついて、わかりやすく説
明するために他部署と連
携して説明会を設けると
ともに、複数の課に関連
する要望や意見について
調整を行い、自治会から
の要望や相談に対応しま
した。
　また、地域要望を受
け、新たに自治会掲示板
設置補助金を設け、地域
におけるコミュニティ活
動の促進を図りました。

3

　町自治会交付金などの
交付により、自治会活
動、地域コミュニティ活
動の推進を図りました。
　また、自治会からの要
望や要請、相談に対し、
関係各課と依頼・調整等
を行い即答・即応に努め
ました。

見直し

　自治会と行政の協働体
制を整えるため、引き続
き自治会活動に対する支
援を行っていきますが、
自治会交付金のあり方や
対象経費については見直
していきます。
　また、平成２７年度か
らは、新たに配置された
各地域担当者が地域の声
をよく聞き、今まで以上
に各地域の要望等を市民
の皆様の立場で把握する
よう努めていきます。

地域連携課
広聴相談
事業

　市民の意見や要望を幅広く聴
きながら、市民の意識及び要望
等を市政に反映させていきま
す。

　市政に対
する要望等
への対応

　市民の声などの回答
ルールである「受付後１
週間以内に現状把握、
１ヶ月以内に応答」につ
いて進行管理を適正に行
います。

- -

　市民の要望等に即
答、即応し実現する
ため、市民の声など
の回答ルールである
「受付後１週間以内
に現状把握、１ヶ月
以内に応答」を徹底
します。

　市民の要望等に即答、
即応し実現するため、市
民の声などの回答ルール
である「受付後１週間以
内に現状把握、１ヶ月以
内に応答」を周知しま
す。

4

　市民の声や自治会から
の要望・意見の窓口とし
て、迅速に対応できるよ
う関係部局に依頼するな
どの調整を行いました。
　市民に対して、法律の
専門家等による各種相談
事業を実施し、市民が抱
えている様々な問題の解
決や解消に向けた相談が
できる機会を提供しまし
た。
　市政懇談会を１７回、
各種団体懇談会を１３
回、計３０回開催しまし
た。

拡充・充
実

　市民からの声や自治会
からの要望を受け止め、
関係部局への依頼など調
整を行いながら迅速に市
民相談等の対応を行い、
市政の運営に役立ててい
きます。
　また、平成27年度か
らは市政懇談会に替え
て、定期的に各地域にお
いて地域懇談会を開催
し、意見を伺うととも
に、地域要望の実現に向
けて考え、少しでも前に
進めます。
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市民部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成27年度
以降の事業
の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価

地域連携課

地域かが
やきプロ
グラム事
業

 　東部（津・久居東・河芸・香
良洲）、北部（安濃・芸濃・美
里）、中部（久居西・一志・白
山）、南部（美杉）の４つのエ
リアにおいて、地域住民が考え
る地域のあり方を踏まえるとと
もに、それぞれのエリア特性や
資源を生かしながら、個性が輝
く地域づくりを進めるための事
業を実施します。

　津地域では、市の政治、文
化、経済の中心的エリアとし
て、産業活動や市民活動の拠点
を活かした地域づくり、市民、
企業、大学等高等教育機関との
連携による地域活動の活性化や
歴史文化を活かした賑わい創
出、地域コミュニティを担う人
材や地域で主体的に行動する人
材の育成などにより、地域連携
による交流のまちづくりを目指
します。

実施事業数

　東部エリアにおける津
地域の振興を図るため、
実施事業数を指標としま
す。

2事業 2事業

　対象事業の見直し等を
行い、東日本の復興を目
的とした津・河芸・香良
洲地域連携「地域と人と
絆づくり」イベント事業
を特化して実施しまし
た。
　一身田寺内町まつり事
業についてはこれまでに
引き続き実施しました。

4

　一身田寺内町まつり事
業、津・河芸・香良洲地
域連携「地域と人と絆づ
くり」イベント事業の２
事業を実施し、東部エリ
アの特性を活かした地域
振興を図ることができま
した。
　平成２７年度は、さら
にエリア特性や資源を活
かした地域振興が行える
よう、各地域が連携した
事業に取り組みます。

現状維持

　これまでの事業の取組
を見直すとともに、関係
各課等と事業について協
議検討した結果、一身田
寺内町まつり事業、津・
河芸・香良洲地域連携
「地域と人と絆づくり」
イベント事業については
引き続き実施していきま
す。

地域連携課
地域イン
フラ維持
事業

　道路、河川、公園及び交通安
全施設等、地域インフラの維持
修繕に関し、総合支所長の権限
のもと、当該総合支所の予算管
理（財源）においてフレキシブ
ルに即時対応します。
　また、各総合支所管内の道
路、河川、公園及び交通安全施
設等に係る維持修繕及び単価契
約等の委託業務に係る技術的な
援助を行うため、総合支所と工
事事務所が連携し、住民要望へ
の迅速な対応を図ります。

事業費執行
率

　より多くの要望を迅速
に対応するため、事業費
執行率を指標とします。

80% 100%

久居　100％
河芸　99.8％
芸濃　98.9％
美里　99.9％
安濃　98.0％
香良洲　99.9％
一志　100％
白山　99.9％
美杉　100％
　一部の地域間で流用を
行い、地域要望に対応を
しました。

3

　平成26年度は二年目
となり、総合支所長連絡
調整会議などにおいて情
報交換、情報共有しなが
ら、新たな改善について
検討を重ね取り組みまし
た。総合支所に権限と財
源があることで、要望を
総合支所で受け取ること
ができ、総合支所長が直
接優先順位の高いものか
ら施工することができる
ことから時間の短縮が図
れ、地域要望を早期に実
現することができるよう
になりました。
　しかしながら対応でき
なかった要望等もあるこ
とから、より多くの要望
に対応できるような体制
づくり等などの改善が必
要だと考えます。

拡充・充
実

　平成26年度の実施状
況を踏まえ、今後も毎月
の総合支所長連絡調整会
議などで情報交換や情報
共有をしながら、より良
い形で事業を進めていけ
るよう、更なる改善を検
討しながら取り組みま
す。
　なお、予算について
は、平成26年度は当初
から全額を各総合支所に
計上しましたが、補正に
より本庁（当課）に予算
を計上し、各地域の執行
状況に応じて配分しまし
た。
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市民部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成27年度
以降の事業
の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価

地域連携課
地域イン
フラ補修
事業

　地域における即答・即応の更
なる対応が求められる案件に、
より一層迅速かつ直接的に、し
かも柔軟に対応し、身近な地域
の課題や要望の早期解決を図る
ため、地域への原材料の支給
や、総合支所職員（技能員等）
等により各総合支所管内におけ
る公共施設等の簡易な補修、修
繕等に係る地域要望への迅速な
対応を実現します。

事業費執行
率

　より多くの要望を迅速
に対応するため、事業費
執行率を指標とします。

80% 98.3%

久居　97.0％
河芸　97.2％
芸濃　98.6％
美里　98.3％
安濃　99.8％
香良洲　96.8％
一志　100％
白山　97.1％
美杉　99.7％
　各地区においてほぼ全
額執行し、地域要望に対
応しました。

4

　市民に身近な地域要望
について、人員の増員及
び予算の増額により多く
の要望に迅速に対応する
ことができ、地域からも
迅速な対応に対して好意
的な意見をいただきまし
た。

現状維持

　今後も、毎月の総合支
所長連絡調整会議などで
情報交換や情報共有をし
ながら、より多くの要望
に即答・即応するため
に、その実績を踏まえ、
更なる改善を検討しなが
ら取り組みます。
　なお、予算について
は、平成25年度は初年
度であったため、各総合
支所には初動の予算を計
上し、本庁（当課）の予
算は各地域の執行状況に
応じて、総合支所長が配
分を決定することとしま
したが、平成26年度か
らは当初から全額を各総
合支所に計上していま
す。

人権課
平和関係
事業

　非核三原則を遵守し、人類普
遍の願いである恒久平和を実現
するため、さまざまな事業を通
じて市民が平和の尊さについ
て、認識を深められるよう努め
ます。

原爆パネル
展等の開催
箇所数

　原爆の悲惨さ、平和の
尊さを広く訴えていくた
めに、原爆パネル展等の
開催箇所を充実します。

20会場 21会場

　本庁、各総合支所で２
箇所づつ、また、「津市
男女共同参画フォーラム
わあむ津」で、原爆パネ
ル展を開催しましたが、
今後、あらゆる機会を捉
えて、開催箇所を増や
し、原爆の悲惨さ、平和
の尊さを広く訴えていき
ます。

4

　平成２６年度は、「平
和を考える市民のつど
い」を開催し、戦争の悲
惨さと、平和の尊さにつ
いて考えていただくため
に、「ガラスのうさぎ
（アニメ）」「父と暮せ
ば」という映画を上映し
たことにより、幅広い年
齢層の市民に向けて平和
の重要性について意識の
高揚に努めるとともに、
原爆パネル展を市内各施
設で開催し原爆の悲惨さ
を訴えました。

現状維持

　恒久平和の実現に向
け、戦争の悲惨さ、平和
の尊さについて市民意識
の高揚に、一定の進歩が
有ったと思われるが、さ
らなる平和への市民意識
の高揚には、今後とも地
道に平和事業を実施、ま
た市民と共催することに
より推進していきます。

人権課
人権推進
事業

　一人ひとりの人権が尊重され
る明るく住みよい社会の実現を
図ります。

人権問題講
演会、市民
人権講座、
職員人権問
題研修会へ
の参加者数

　市民及び職員双方の、
人権感覚の醸成、人権意
識の高揚につなげる為、
人権問題講演会、市民人
権講座、職員人権問題研
修会への参加者数を増や
します。

3,500人 4,187人

　職員人権問題研修会
を、５回に増やすととも
に、研修会場をリージョ
ンお城ホール、しらさぎ
ホールの大会場で各２回
開催したことにより、職
員の参加、意識の高揚に
繋がりました。
　また、差別事象のあっ
た、芸濃地域の総合支所
で研修を開催したことに
より、職員の人権意識の
高揚に繋がりました。

4

　人権が尊重される津市
の実現にむけて、津市人
権施策基本方針に基づ
き、人権施策の総合的な
推進を図るため、啓発事
業を中心としたさまざま
な人権施策を実施しまし
た。人権問題の解決につ
いて、その特効薬はない
ことから、各種人権施策
を継続的に粘り強く取り
組んでいく必要がありま
す。あらゆる年代の人、
地域、学校、職場、企業
など関係機関と連携・協
力し各施策をさらに進め
ていく必要があります。

現状維持

　人権問題の解決を図る
には、誰もがさまざまな
人権問題について、認識
を深めることが重要であ
り、したがって粘り強い
人権啓発の役割はますま
す重要になってきます。
そのため本市に住み、働
き、学ぶすべての人に地
道な人権啓発を続けてい
くことにより、差別を許
さない力を市民みんなが
つけるよう、さらなる人
権意識の高揚に努めま
す。

6 / 8 



市民部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成27年度
以降の事業
の方向性

所見

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価

男女共同参
画室

男女共同
参画推進
事業

　男女共同参画社会の実現に向
けて、第２次津市男女共同参画
基本計画（平成２５年度～２９
年度）を策定しました。社会情
勢の変化や市民意識の現状を把
握し、男女共同参画の推進に努
めるとともに、市民と協働した
フォーラムの開催及び情報紙の
発行、さらに県内男女共同参画
連携映画祭への参加など市民に
広く男女共同参画意識が根付く
よう啓発活動を行います。

市民の「男
女共同参画
社会」の認
知度

　男女共同参画を推進し
ていくためには、各事業
を継続的に実施し、意識
啓発していくことが重要
であり、第２次津市男女
共同参画基本計画に掲げ
た平成29年度数値目標
として、市民の「男女共
同参画社会」の認知度を
80％以上とすることを
指標とします。

　意識の高揚を図り
ます。（認知度）

　 平成25年策定の「第
2次基本計画」は、当該
計画に対して初めての評
価で、「平成25年度施
策進捗状況に対する評価
と意見」を作成し市民に
公表しました。
　社会情勢の変化に対応
し、関係機関とも連携し
ながら課題点の解決を図
るとともに各事業を継続
して実施します。

3

　
　男女共同参画社会の実
現に向けて、社会情勢の
変化や市民意識の現状に
対応した「第2次男女共
同参画基本計画（平成２
５年度～平成29年
度）」に基づき、市民と
協働したフォーラムの開
催及び情報紙の発行、さ
らに県内男女共同参画連
携映画祭にも参加し、男
女共同参画の推進に努め
ました。

現状維持

　男女共同参画社会の実
現に向けて、基本計画の
進捗状況を把握し、男女
共同参画の推進に努める
とともに、市民と協働し
たフォーラムの開催及び
情報紙の発行、さらに県
内男女共同参画連携映画
祭にも参加しました。今
後も、基本計画の各施策
の進捗状況を把握し、男
女共同参画を推進すると
ともに、各種事業を実施
します。

地域調整室
地方改善
対策事業

　地域課題については、法失効
以前に取り組んだ特別対策事業
等により住環境の整備などにお
いて一定の成果をみることはで
きたものの、法失効後もなお残
された課題については関係団
体、関係機関等との連絡調整を
図りながら、引き続き課題解決
に努めます。

施設維持管
理

　各施設の維持管理を行
い、関係団体と調整を図
りながら、事業を実施し
ます。

　地域の活動拠点と
なる、会館・集会所
等の維持管理を行う
ことにより、地域課
題の解決に向けて取
り組みます。

　各施設について、所定
の保守点検を行い、維持
管理に努めました。
　さくらゆについては、
指定管理者の運営状況か
ら、指定の取消しを行
い、一部業務委託によ
り、継続した運営を行い
ました。

3

　 残された地域課題の解
決に向けて、関係団体等
と連絡調整を図りながら
事業を実施しました。
　会館、集会所等につい
ては、所定の点検・保守
を行いましたが、計画的
な施設改修が必要となっ
ています。また、高洲会
館・殿木集会所について
は、津波避難用外付階段
を設置し、防災対策を実
施しました。共同浴場に
ついては、指定管理者か
ら運営困難として解除の
申出を受け、指定管理者
を取消し一部業務委託を
行う中で、浴場運営を継
続しました。

現状維持

　会館・集会所等につい
ては、残された地域課題
を解決するため、今後も
引き続き関係団体等と連
絡調整を図りながら事業
を実施していくことが必
要です。
　共同浴場については、
地域に根差した施設とし
て、維持管理に努めなが
ら、住民の利用を促進し
ていくことが必要です。

地域調整室
福祉資金
事務事業

　福祉資金貸付事業は、対象地
域住民の経済的自立と福祉の向
上を図るため、貸付事業として
実施されてきましたが、法失効
により廃止され、現在は過年度
分にかかる収納業務を行いま
す。
　当該貸付事業の未償還額にか
かる徴収は電話催告、督促状の
送付、訪問指導、夜間徴収など
により行っており、未集金の収
納率向上に努めます。

福祉資金貸
付金回収率

　健全な財政運営に資す
るため、収納率の向上に
取り組み歳入確保を図り
ます。

3.80% 2.88%

　納付完納もありました
が、新たな納付誓約者か
らの納付等で前年比とし
ては、0.21%の増となり
ました。

2

　限られた体制下、他の
事務・事業をこなしなが
らの取り組みであり、一
概に催告や相談、訪問の
回数を増やすことはなか
なか困難な状況ではあり
ますが、１回１回の個別
指導等を誠心誠意行うこ
とで、少しでも収納率向
上につながるよう取り組
んでいきたいと思いま
す。また、支払督促につ
いては、対象とする債権
の特定ができなかったこ
とにより、未執行となり
ました。

拡充・充
実

　すでに制度は廃止さ
れ、現在は過年度分の収
納業務を行っております
が、社会経済情勢が低迷
する中で、限られた人
員・体制下での業務遂行
に苦慮しております。総
合支所管内とも連携を深
めながら、収納率向上に
向けて創意工夫しながら
取り組んでいきたいと考
えております。
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地域調整室
隣保館運
営事業

　周辺地域を含めた地域社会全
体の中で福祉の向上や人権啓発
の住民交流の拠点となる開かれ
たコミュニティーセンターとし
て、生活上の各種相談事業や人
権課題の解決のための各種事業
を総合的に行うことを目的に、
適切な管理運営を行います。

隣保館利用
者数

　隣保館で行う講座、相
談事業、研修会等を通し
て、人権課題の解決を図
ります。

66,500
人

61,308
人

　市内１２館の隣保館で
各種講座等を開催した
が、２館で改修工事を
行ったことなどから、利
用者数は減少しました。

3

　市民の健全な文化生活
を育成し、社会福祉の増
進を図るため、人権課題
の解決に向けた講座を開
設するなど、地域社会全
体の中で福祉の拠点施設
となる開かれたコミュニ
ティーセンターとしての
機能を発揮するべく、相
談事業、啓発・広報事
業、地域交流促進事業等
の各種事業の推進に努め
ました。
　まだまだ残る人権課題
に対し、今後も各種相談
業務や啓発活動を推進し
ていく必要があります。
また、川合文化会館、白
山市民会館の改修工事を
実施し、施設整備を図り
ました。

現状維持

　残された地域課題の解
決を図るために、隣保館
事業の果たす役割は大き
なものがあります。当室
としては各館の事業を一
層充実・強化するととも
に、社会情勢の変化、住
民ニーズを的確にとら
え、事業計画に反映して
いく必要があります。
　今後においても館の拠
点性を維持・発展するた
めに、施設の老朽化への
対応などをさらに進め、
利便性の向上に努めなが
ら、各種人権課題に対応
していきたいと考えま
す。

アストプラ
ザ

アストプ
ラザ管理
運営事業

　津駅前という立地条件と土日
祝日（午前8時30分から午後5
時まで）、平日（午前8時30分
から午後8時まで）の年間３６
０日の開所により、住民登録、
印鑑登録に関する届出の受付及
び証明書の交付や市税等の収納
などの行政サービス窓口業務を
行うことにより、市民の利便性
の向上を図ります。
　また、アスト津ビルの同階
（４・５階）にある橋北公民館
と連携を図りながらコミュニ
ティ施設の貸館（午前9時00分
から午後10時まで）を行い、
市民等の交流の拠点となるよう
市民団体への貸館などの支援を
したりして、地域の振興に貢献
していきます。

窓口業務の
利用件数
（処理件
数）

　窓口業務全体の利用件
数（処理件数）を利用者
に対する満足度の判断材
料とします。

13% 11.3%

　平成２６年度市全体の
住民票・印鑑証明書の発
行件数は２４０，５４１
件、アストにおける件数
は２７，１２２件で、全
体に占める割合は、１
１．３％と前年度並みの
利用がありました。

4

　市全体に占めるアスト
プラザにおける住民票等
の証明書の交付割合は、
前年度並みですが、津駅
前という立地条件の良さ
と土日・祝日や平日の夜
間に各種証明書の交付等
の業務を行っているとい
う利便性は、市民にとっ
て好評であり、コミュニ
テイ施設の利用も増えた
ことから、、市民のニー
ズに応えているものと考
えます。
　また、旧アスト情報セ
ンターのスペースを、会
議室４に改修し、コミュ
ニテイ施設として活用を
図ることで、施設の充実
に努めました。

現状維持

　今後も、休日や夜間に
各種証明書の交付等の窓
口業務の増加が予想さ
れ、市民の利便性の向上
や待たせることがないス
ムーズな対応が求められ
ていることから、職員の
勤務体制を、窓口の混雑
が予想されるときにより
重点的に配置したり、業
務・接遇研修を行うなど
して、質の高い行政サー
ビスを目指していきま
す。
　また、当該施設が開館
して10年以上が経過
し、施設の老朽化が進ん
できていることから、計
画的な修繕・改修に取り
組み、地域のコミュニ
ティ施設としての機能の
充実に努めます。
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